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目黒区地域公共交通会議 議事概要 

名   称  令和５年度  目黒区地域公共交通会議（第１回）  

日   時  令和５年９月１４日（木） 9： 30～ 11： 00 

会   場  
目黒区総合庁舎  地下１階  第１８・１９会議室  

（目黒区上目黒２ -１９ -１５  別館地下１階）  

出  席  者  

委員の出欠については、別紙「出席者名簿」のとおり  

事務局  

 都市整備部みどり土木政策課  清水、山下、亀山  

 株式会社オリエンタルコンサルタンツ  ４名  

会議の公開  

非公開  
公開  

傍聴者  ２人  

配付資料  

資料１  目黒区地域公共交通会議委員名簿  

資料２  目黒区地域公共交通会議設置要綱及び傍聴要綱  

資料３  東部地区の地域交通導入に向けた地域の取組と今後の  

進め方について  

資料４  北部地区の地域交通導入に向けた地域の取組について  

資料５  令和４年度第２回目黒区地域公共交通会議議事概要及び  

意見  

 

会議次第  

１  開会  

２  委員紹介  

３  議題  

東 部 地 区 の 地 域 交 通 導 入 に 向 け た 地 域 の 取 組 と 今 後 の 進 め 方

について  

４  報告事項  

北部地区の地域交通導入に向けた地域の取組について  

５  閉会  
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会議の経過及び発言内容  

【議事進行】  

次第１「開会」  

 会長（都市整備部長）より挨拶。  

 

次第２「委員紹介」  

 資料１「目黒区地域公共交通会議委員名簿」のとおり、事務局より報告。  

 

【補足説明】  

○会長   今年度変更された方は、資料１の赤枠の４名の方となる。  

本 日 は 、 東 部 地 区 の 運 行 計 画 案 等 に つ い て 意 見 を い た だ く た め 、 渋 谷

区の交通政策課長にも出席いただいている。  

次 に 目 黒 区 地 域 公 共 交 通 会 議 傍 聴 要 綱 に 基 づ き 、 本 会 議 を 公 開 と し 、

傍 聴 可 能 と し ま す 。 本 日 の 傍 聴 希 望 者 が ２ 名 い る こ と を 説 明 し 、 入 室に

ついて委員へ確認。  

○委員   異議なし。  

○会長   異議がないことから入室を許可する。  

 

【議事進行】  

次第３「議題（１） 東部地区の地域交通 導入に向けた地域の 取組と今後の進め方

について」  

資 料 ３ 「 東 部 地 区 の 地 域 交 通 導 入 に 向 け た 地 域 の 取 組 と 今 後 の 進 め 方 に つ い

て」の概要について事務局より説明。  

 

【質疑応答】  

○会長   東部地区 の運行ルート・バス 停留所及び運行計画 案について、ルート

沿線の３区のうち品 川区と港区からは書 面で合意をいただい ており、渋

谷区については本日出席の交通政策課長より意見を伺いたい。  

○渋谷区  運行ルー トの一部が渋谷区を 通行することに関し ては、周辺地域への

十分な合意形成・周 知をされているとい うことで報告を受け ているので

特に意見はない。今 年度から渋谷区でも ハチ公バスの適正化 の検討調査

を行っており、来年 度は実証運行、再来 年度は本格運行を予 定している

の で 、 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 相 互 の 連 携 も 果 た し て い け れ ば と い う と こ ろ

で、区を跨った流動が活性化すればよいかと思っている。  

○会長   特段支障 はないということで 承った。今後両区で 連携を測れるとよい

と思う。  

     国の改善 基準告示や東急バス の会社合併について 、東急バスから補足
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説明等があれば頂きたい。  

○委員   先程、目 黒区から報告があっ たように、これまで 来年 3月から 12便 /日

の運行予定で検討を 進めてきたが、乗務 員の確保が困難な状 況となり、

地域の皆様のご期待 を頂いている中で申 し訳ないが、運行開 始時におい

て は 半 分 の ボ リ ュ ー ム の 6便 /日 で 相 談 さ せ て い た だ い た 。 要 因 と し て

は、バス運転者の改 善基準告示の改正に より労働時間の見直 しが厳しく

なったこと、また同 時期に会社の合併で 一時的に乗務員の採 用が厳しく

なるというとこと、 さらに全国的に乗務 員不足が問題となっ ているが弊

社 も 例 外 で は な く 、 ぎ り ぎ り ま で 確 保 は 続 け て き た が 、 現 段 階 で は 3月

に 12便 /日 の 体 制 は 難 し い 。 な ん と か 計 画 に 合 わ せ る こ と も 検 討 し た

が、安全を最優先す るにはこのような対 応が最善かと判断し 相談申し上

げた次第であり、ご 理解いただけると幸 いである。採用活動 は今後も継

続するので、数か月 のうちには当初の予 定に合わせられるよ うな見通し

で対応したいと考えているが、当初はご了承いただきたい。  

○会長   私も新聞 等で、全国的に乗務 員不足が問題となっ ているという話は目

にしていたが、東京 でもこのようなこと があるのだと今回の 件で痛感し

ている。申し訳ない がなんとか運行でき るように今後もご協 力いただき

たい。  

○委員   今回のよ うな実証運行は道路 運送法 21条により開 始し、収支等の安定

が 見 ら れ れ ば 4条 運 行 に 移 行 す る と い う の が ス タ ン ダ ー ド か と 思 う が 、

いきなり 4条申請での運行というのは可能なのか。  

○事務局  今回の実 証運行では、利用者 の利便性を考慮し、 既存の東急バスの停

留所も使わせていただくことから、 4条申請で実施することとした。  

○委員   特に申請の順番的な面では問題はないということか。  

○ 事 務 局  関 係 機 関 と も 相 談 調 整 を し て い る が 、 4条 申 請 で の 実 施 が 不 可 と い う

回答はなかった。  

○委員   導入車両 は運行車両が 2台・予備車両 1台となっているが、乗務員の 確

保が難しく 6便 /日のスタートということ で、数か月内に乗務 員の確保の

目途が立つというお 話であったが、それ も流動的で思うよう に進まない

ケースもあるかと思 う。そうするとバス の購入についてもそ れに合わせ

て柔軟な形にしない と、乗務員が確保で きていないのに車両 だけがある

といったことが起き 得るとも思えるが、 そうした点の想定は どうされて

いるか。  

○事務局  車両は EVバス 3台を購入予定で申請を進めている 。 6便 /日であっても 1

台 で 回 す の で は な く 、 順 番 に 車 両 を 使 っ て 回 し て い く 。 12便 /日 へ の 移

行 の 時 期 は 、 令 和 6年 度 に 入 っ て か ら 数 か 月 程 度 で い け そ う だ と い う 話

は 伺 っ て お り 、 今 年 度 中 に 車 両 3台 の 準 備 は し て お き た い と い う 予 定 で

ある。  

○委員   コストが無駄にならないのならそれでよい。  
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○会長   バスは製 造にも時間がかかる ので、逆に乗務員は 確保できたが車両が

な い と い う 状 態 も 有 り 得 る 。 点 検 等 も あ る の で 、 常 に 予 備 車 両 は 1台 用

意 し て お か な い と な ら ず 、 2便 で 回 す こ と も で き な い と 聞 い て い る 。 そ

うした点もあるため 、今回はコスト的に も無駄がなく運行に も支障が出

ないというところで現在の形となっている。  

○ 委 員   12便 /日 を 6便 /日 に さ れ る と い う こ と だ が 、 具 体 的 に ど の よ う に 減 便

さ れ る の か 。 始 発 ・ 終 発 に 変 更 が あ る の か 、 頻 度 に 変 更 が あ る の か と

いったサービス水準 への影響を教えてい ただきたい。また、 社会背景が

あるので減便は仕方 のないことだが、地 域で協議会を立ち上 げて検討・

準備を続けてきた目 黒区がついに地域主 体型の地域交通を始 めるという

注目の的の中で、最 初の印象は大事だと 思う。収支率のハー ドルも高い

中で、協議会に携わ ってきた方々は理解 しているだろうが、 これから実

際に運賃を支払い動 いていく住民の方々 、施設利用者の方々 は、第一印

象 と し て 6便 /日 に 触 れ る こ と と な り 、 12便 /日 に 戻 っ た と き に 正 し い 理

解促進ができるのか という懸念がある。 そのために非常に重 要な役割を

持 っ て い る の が 協 議 会 だ と 思 う 。 先 日 第 2回 協 議 会 が 行 わ れ た と い う こ

とで、そこで減便の 説明をされて了解を 得たということであ ろうが、そ

れを受けて、地域の 利用促進に及ぼされ る影響についてはど のように議

論されたのか、また 協議会として運行開 始に向かってどのよ うな努力を

されていくのか、どのような意見があったのか。  

○ 事 務 局  減 便 時 の サ ー ビ ス 水 準 に つ い て は 、 当 初 の 運 行 計 画 案 で は 8:30～

16:45の 間 に 45分 間 隔 で の 運 行 で あ っ た が 、 始 発 時 刻 は 病 院 へ の 通 院 の

利用要望が高い中で 決まったこともあり 当初と変わらず、 90分間隔での

運行となる。協議会 での意見については 、減便については本 日と同じ資

料をもって説明を行 った。スタートが 6便 /日となるという ところで、今

後は協議会で地域へ の PRをどうしていく かが焦点になるが、 厚生中央病

院・東京共済病院・ 恵比寿ガーデンプレ イスも協議会に入っ ており、病

院からは積極的にバ スへの広告掲示や、 病院内等でも PRを行いたいとい

う意見もいただいて いる。減便とはなる が地域の力を借りな がら PRを行

い継続的な運行に繋げていきたいと区も協議会も考えている。  

○ 委 員   p.8の 実 証 運 行 に 向 け た 流 れ の 図 で も 、 実 証 運 行 の 準 備 の と こ ろ に

PR・周知活動とある が、これは非常に重 要であるし、ここに 記載されて

いないことで重要な のは地域住民へのア プローチだと思う。 協議会の方

々は最も地域に近し く、その地域の利用 促進にどうしたもの が合ってい

るかの知恵を持って いると思われる。実 証運行が開始された ときに、リ

アルタイムに利用状 況を把握すると同時 に、地域の受け入れ 状況がどう

か、それに基づいて どのようなアクショ ンを次にとらなくて はいけない

かという、実証運行 スタート後の PDCAの回し方も意識して進 めていただ
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きたい。  

○事務局  ご意見い ただいた通りである 。目黒駅を降りた方 にどれだけ乗ってい

ただけるかも地域住 民以外では重要にな ると思う。地域への 協力依頼も

そうであるが、そこ にバスがこうしたル ートで走っているこ とを知って

いただくことも重要 となると思うので、 地域へのアプローチ とともにア

クションを行い、必要な PDCAをもって見直しを行っていきたい。  

○会長   私も減便 の報告を受けたとき には同じ思いで、地 元からすると最初に

受ける印象が大きく 、そのあとのリカバ リーが必要だと感じ たので、そ

のあたりもしっかり対策を行っていきたい。  

他 に ご 意 見 が な け れ ば 、 東 部 地 区 に つ い て は 本 日 の 内 容 で 合 意 い た だ

いたということでよいか。  

○委員   異議なし。  

○会長   東部地区 については、本日頂 いたご意見のもと、 引き続き実証運行に

向けた手続きを進めていくこととする。  

 

【議事進行】  

次第４「報告事項（１）北部地区の地域交通導入に向けた地域の取組について」  

 資料４「北部地区 の地域交通導入に向 けた地域の取組につ いて」の概要につい

て事務局より説明。  

 

【質疑応答】  

○ 委 員   p.5の 車 両 制 限 令 の 図 に つ い て 、 歩 道 の 内 側 が 道 路 幅 員 、 路 肩 を 除 く

と車道幅員というの は間違いで、歩道≒ 路側帯で、路側帯を 除くと車道

幅員であると思われ る。相互通行の場合 は法律上、車両同士 の間に 50cm

必要となっているは ずなのでその要件が 必要で、逆に路肩の 50cmという

のは関係なかったか と思うので確認いた だきたい。また、説 明資料の中

でミーティングポイ ントという表現と停 留所という表現が混 在している

が、統一する方がよ いと思う。停留所と いうと道路交通法上 の停留所と

誤認されるので、あまりその表現は使わないほうがよいのではないか。  

○事務局  車両制限 令の幅員表記につい てはご指摘いただい た通り間違いであっ

た。歩道が無く、側 溝で白線が無い状態 であると路肩 50cmずつ、それと

間に相互通行できる ための 50cmという表 現をしないと適切で なかった。

後ほど訂正させてい ただく。ミーティン グポイントと停留所 の表現につ

いては、ミーティングポイントに統一させていただく。  

○委員   現 段階 で の方向 性とし ては 、 資料を 見る限 りで は p.5と p.6の 〇△×の

評価を組み合わせる と軽自動車でデマン ド型がよいとなるが 、物理的な

条件からそうした結 論を出さざるを得な いということである と思う。軽

自動車を使うことに よって、試走会・現 地調査結果の地図で 通れないと

なっているところが どれほど通れるよう になるのか。また、 この状況を
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地元の方々はどのよ うに受け止めている か。需要の予測は難 しいとは思

うが、軽自動車で運 べるようなレベルの ニーズなのか、それ ともニーズ

とスペックが乖離しすぎているような状況か。  

○ 事 務 局  p.3で ×に な っ て い る と こ ろ は 車 両 制 限 令 上 、 ハ イ エ ー ス で 通 行 で き

なかったところであ るが、今後、道路幅 員は再確認して検討 していきた

い 。 そ の 上 で p.5に は 軽 自 動 車 や グ リ ー ン ス ロ ー モ ビ リ テ ィ が あ る が 、

もしここでデマンド 型の地域交通をする のならこうした車両 を検討の視

野に入れていく必要 があるという状況で ある。地域の受け止 めについて

は、試走会などを行 っていく中で、デマ ンド型であっても地 域交通を走

らせたいという地域 の思いもあるが、収 支や利用率の点から 見るとタク

シーでもよいのでは という議論も出てく る可能性もあるため 、そうした

方向性も含めての検討を続けていきたい。  

○委員   渋谷区が いらっしゃるので可 能であれば伺いたい が、駒場地域は渋谷

区ともかなり隣接し ており、ここでデマ ンドを行うという検 討は全国的

に衝撃的であると思 う。先ほど、目黒区 のコミュニティバス とも連携を

図っていきたいとい ったコメントもあっ たが、駒場の内容に 関して、隣

接している区のご担当としてはどういった見方をされているか。  

○渋谷区  検討過程 ということなのでど のようなデマンド形 式を取られるかにも

よるが、主体の勉強 会はボーダーレスで やるべきだとは思う が、財政的

には目黒区の補助金 、区民の税金を使っ てやることなので、 渋谷区での

サービスについては 整理が必要であると は思うが、これから 仕組みなど

を検討される中で共有させていただければと思う。  

○委員   今、言わ れたように、区がそ れぞれ税金を供出し て運営を行っている

地域交通の中で、連 携ができるとよいが 、財政的な面や行政 をまたぐこ

とによる地域特性も ある。目黒区の交通 会議の一員として、 渋谷区など

の地域の考え方や、 連携へのポテンシャ ルを伺えたらよいと 思い発言さ

せていただいた。  

○委員   事務局が 先程言われたタクシ ーでもよいのではと いう話は私もそう思

う。軽自動車にして も車両購入の経費も かかり、それを税金 で賄うこと

になる。またデマン ド交通となると乗務 員の確保も必要とな り、先程、

東急バスの話にもあ ったように乗務員不 足の中でそこまで手 が回るのか

というところもあり 、例えばすでにある タクシーというサー ビスに地域

限定の割引券を配り 、それを交通空白地 域の方だけの限定サ ービスにす

ることもできると思 うので、総合的に考 えるとそうした方が よいのでは

と感じる。  

○事務局  タクシー という意見もあるの で、地域住民と検討 していきたいが、そ

の地域だけに割引券 等を配るとなると目 黒区全体の中での公 平性の観点

でどうかということ もある。配布する場 合は、区全体の中で 公平性が失

われないような形で慎重に検討する必要がある。  
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○委員   軽自動車 でデマンド型という のが検討に入ってい るということである

が、軽自動車が営業 車に認められるかは 保安基準等からする と微妙なと

ころもあり、そのま ま検討を進めるのは 危険だと思われる。 本当に検討

を進めるのならば事前に相談いただきたい。  

○事務局  そうした方向になった場合は事前に相談させていただく。  

○委員   タクシー 関係者として、デマ ンド型タクシーは以 前にも実証運行で携

わってきたが、不評 で今は運行していな い。例えば東京駅の タクシープ

ール等に地点を設け て相乗りというのは あるが、周辺にタク シーが常に

いないとデマンド型 のタクシー運行をや るのは難しいと思う 。また、荒

川区や足立区でもタ クシーを入れた地域 内での実証運行を実 施予定であ

る。  

○事務局  他区でのタクシーの事例も含めて調査・検討していきたい。  

○会長   議題は以 上となります。東部 地区の今後の進め方 につきましては合意

いただいたので、引き続き取り組みを進めていきます。  

 

【議事進行】  

次第「５  閉会」  

○事務局  本日合意 いただいた東部地区 の運行計画案につい ては今後、手続きや

バス停の整備を行う 。東部地区での実証 運行の実施結果や利 用実績等を

まとめ適宜報告する 。次回は今後の進捗に合わせて開催を案 内させてい

ただく。  

 

以  上  

 



令和５年度　目黒区地域公共交通会議【第１回】

開催日時 ： 令和５年９月１４日（木）午前９時３０分～午前１１時００分

開催場所 ： 目黒区総合庁舎 地下１階 第18・19会議室（目黒区上目黒２-１９-１５　別館地下１階）

№ 氏名（敬称略） 会場出欠席 Web出欠席 備考

1
しみず　としや

清水　俊哉
○ －

2
さとう　きんや

佐藤　欣哉
○ －

3
しみず　まこと

清水　誠
○ －

4
わかた　みずほ

若田　瑞穂
○ － 代理

5
いし　よういち

石　洋一 ○ －

6
ふるや　ひろぶみ

古谷　弘文
○ － 代理

7
よねざわ　あきひろ

米澤　暁裕
○ －

8
こいけ　たけし

小池　毅
－ － 欠席

9
みしば　のぶお

三柴　伸生
○ －

10
すわ　たかし

諏訪　尊
○ －

11
やまぐち　たけし

山口　武志
○ －

12
いけうち　たかし

池内　卓
○ －

13
かわはら　ひろこ

川原　寛子
○ －

14
かまづか　としみつ

鎌塚　俊充
○ －

15
しむら　まさき

志村　雅貴
－ － 欠席

16
くが　つねお

久我　恒夫
○ －

17
とまる　おさむ

外丸　修 ○ －

18
やました　くにひろ

山下　邦洋
－ － 欠席

19
はら　あきみち

原　亮道
○ －

20
ふじひら　ただはる

藤平　忠晴
○ －

21
きくち　あさみ

菊池　あさみ
○ －

22
やました　のりお

山下　憲雄
○ －

23
いながき　ともゆき

稲垣　具志
○ －

24
よしたけ　なりひろ

吉武　成寛
○ －

目黒区老人クラブ連合会

所属・役職等

目黒区都市整備部長

目黒区都市整備部都市計画課長

目黒区都市整備部みどり土木政策課長

東京都交通局自動車部計画課長

東急バス株式会社運輸事業部計画部地域交通グループ課長

小田急バス株式会社バス事業本部計画部課長

一般社団法人東京バス協会乗合業務部長

一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会業務部業務部長

目黒区町会連合会

目黒区商店街連合会

渋谷区土木部交通政策課長

学識経験者　東京都市大学建築都市デザイン学部准教授

区民（公募）

区民（公募）

国土交通省関東運輸局東京運輸支局　首席運輸企画専門官

東京都交通運輸産業労働組合協議会　バス部会事務長

東京都交通運輸産業労働組合協議会　ハイタク部会事務長

国土交通省関東地方整備局　東京国道事務所管理第一課長

東京都建設局　第二建設事務所管理課長

目黒区都市整備部土木管理課長

警視庁交通部交通規制課管理官（調査担当）

警視庁目黒警察署交通課長

警視庁碑文谷警察署交通課長

別 紙


